
 

教第68号議案  

 

神戸市教育委員会事務局組織規則等の一部を改正する規則について  

神戸市教育委員会事務局組織規則等の一部を改正する規則を次のように制定する。  

令和６年３月28日提出  

神戸市教育委員会事務局 

事 務 局 長   高 田  純 

 

 

理由  

令和６年度組織改正等に伴い、改正が必要であるため。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和６年３月 28 日 

教 職 員 課 

 

組織改正等に伴う、規則・訓令甲の改正について 

１．概 要 

 組織改正等に伴い必要な規則及び訓令甲の改正を行う。 

 

２．改正する規則及び訓令甲 

（１）教育委員会規則 

 規則名 改正概要 

① 神戸市教育委員会事務局組織規則 

・「教職員課」を、「教職員人事課」と「教職員給与課」

に再編し、係を設置。 

・健康教育課の「小学校給食係」と「中学校給食係」

を「学校給食係」に統合。 

・総合教育センター条例に記載されていた事業のう

ち、実態として他所属が行っているものについて、当

該事業の所管課の業務に追加。 

② 教育機関の組織に関する規則 
・「総合教育センター」を「教職員研修所」に変更。 

事務分掌を実態に即した内容に修正。 

③ 職員の服務の宣誓に関する規則 ・「教職員課長」を「教職員人事課長」に変更。 

④ 
指導力に課題を有する教員への支援及び方策

に関する規則 

・「総合教育センター」を「教職員研修所」に変更。 

⑤ 神戸市教育委員会職員分限懲戒審査会規則 ・「教職員課」を「教職員人事課」に変更。 

⑥ 神戸市指導力向上審査委員会規則 ・「教職員課」を「教職員人事課」に変更。 

⑦ 
神戸市における暴力団の排除の推進に関する

条例施行規則 

・「総合教育センター」を「教職員研修所」に変更。 

⑧ 神戸市総合教育センター条例施行規則 ・「神戸市総合教育センター管理運営規則」に変更。 

 

（２）教育委員会訓令甲 

 訓令甲名 改正概要 

① 神戸市教育委員会職員証発行規程 ・「教職員課長」を「教職員人事課長」に変更。 

② 神戸市教育委員会職員の旅費取扱規程 ・様式から「教職員課長」を削除。 

③ 神戸市教育委員会職員退職手当金支給規程 ・「教職員課長」を「教職員給与課長」に変更。 

④ 神戸市教育委員会電子署名規程 ・別表中の「総合教育センター」を「教職員研修所」

に変更。 
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神戸市教育委員会事務局組織規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

 令和６年  月  日  

神戸市教育委員会  

教育長 長田 淳   

神戸市教育委員会規則第 号  

神戸市教育委員会事務局組織規則等の一部を改正する等の規則 

（教育委員会事務局組織規則の一部改正） 

第１条 神戸市教育委員会事務局組織規則（昭和33年４月教育委員会規則第３

号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」とい

う。）については、次のとおりとする。 

   (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

第１条  地方教育行政の組織及び運営

に 関 す る 法 律 （ 昭 和 31年 法 律 第 162

号。以下「法」という。）第17条第２

項の規定に基づき 、神戸市教育委員

会事務局（以下「事務局」という。）

の組織は、次のとおりとする。 

第１条  地方教育行政の組織及び運営

に 関 す る 法 律 （ 昭 和 31年 法 律 第 162

号。以下「法」という。）第17条第２

項の規定に基づき 、神戸市教育委員

会事務局（以下「事務局」という。）

の組織は、次のとおりとする。 

部  課及び課

に相当す

る室 

係  

 ［略］  ［略］  

部  課及び課

に相当す

る室 

係  

 ［略］  ［略］  
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総務部 総務課  総務係 政策係  

教 職 員 人

事課 

人 事 係  評 価 ・ 監

察係 

教 職 員 給

与課 

福 利 係  給 与 支 給

係 労務制度係 

学 校 支

援部 

［略］  ［略］  

［略］  ［略］  

健 康 教 育

課 

学 校 保 健 係  学 校

給食係 

 

［略］  ［略］  ［略］  
 

総務部 総務課  総務係 政策係  

教職員課  

 

 

 

学 校 支

援部 

［略］  ［略］  

［略］  ［略］  

健 康 教 育

課 

学 校 保 健 係  小 学

校 給 食 係  中 学 校

給食係 

［略］  ［略］  ［略］  
 

第２条  事務局に事務局長、教育次長

及び地区統括官を、部に部長を、課に

課長を、課に相当 する室に課に相当

する室長を、係に係長を置く。 

第２条  事務局に事務局長、教育次長

及び地区統括官を、部に部長を、課に

課長を、課に相当 する室に課に相当

する室長を、係に係長を置く。 

２～９ ［略］  ２～９ ［略］  

10 組織の事務を主管しない局長、部

長、課長及び係長には、その担当する

所管事務に係る名 称を冠することが

できる。 

10 局長、部長及び課長は、上司の命

を受け、所掌事務を総括し、所属職員

を指揮監督する。局長、部長、課長に

は、その担当する 所管事務に係る名

称を冠することができる。 

 11 係長は、上司の命を受け、所掌事

務を掌理し、所属 職員を指揮監督す

る。係長には、その担当する所管事務

に係る名称を冠することができる。 

11、 12 ［略］  12、 13 ［略］  

第９条  教職員人事課は、次の事務を

分掌する。 

第９条  教職員課は、次の事務を分掌

する。 
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(1) 事務局及び教育機関（学校を含

む。）の職制、定員及び人事に関す

ること（他の所管に属するものを除

く。）。 

(1) 学校職員の福利厚生に関するこ

と。 

(2) 学級編制に関すること。 (2) 学校職員の給与の支払に関する

こと。 

(3) 学校職員の資質向上に関するこ

と。 

(3) 学校職員の給与、勤務条件及び

給与制度の調査研究に関すること。 

(4) 神戸市指導力向上審査委員会に

関すること。 

(4) 事務局及び教育機関（学校を含

む。）の職員団体に関すること。 

(5) 神戸市教育委員会職員分限懲戒

審査会に関すること。 

(5) 職員の保健衛生・安全衛生に関

すること。 

(6) 学校職員の採用に関すること。 (6) 神戸市教育委員会職員衛生管理

審査会に関すること。 

 (7) 事務局及び教育機関（学校を含

む。）の職制、定員及び人事に関す

ること。 

 (8) 学級編成に関すること。 

 (9) 学校職員の資質向上に関するこ

と。 

 (10)  神 戸 市 指 導 力 向 上 審 査 委 員 会

に関すること。 

 (11)  神 戸 市 教 育 委 員 会 職 員 分 限 懲

戒審査会に関すること。 

 (12) 学校職員の採用に関すること。 

 (13)  事 務 局 及 び 学 校 園 の 業 務 改 革

の推進に関すること。 
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第10条  教職員給与課は、次の事務を

分掌する。 

 

(1) 学校職員の福利厚生に関するこ

と。 

 

(2) 学校職員の給与の支払に関する

こと。 

 

(3) 学校職員の給与、勤務条件及び

給与制度の調査研究に関すること。 

 

(4) 事務局及び教育機関（学校を含

む。）の職員団体に関すること。 

 

(5)  事務局及び教育機関（学校を含

む。）の管理員、施設管理員及び調

理士の職制、定員及び人事に関する

こと。 

 

(6) 職員の保健衛生・安全衛生に関

すること。 

 

(7) 神戸市教育委員会職員衛生管理

審査会に関すること。 

 

(8) 事務局及び学校園の働き方改革

の推進に関すること。 

 

第 11条  学校経営支援課は、次の事務

を分掌する。 

第 10条  学校経営支援課は、次の事務

を分掌する。 

(1) 事務局及び教育機関の事務の審

査に関すること。 

(1) 事務局及び教育機関の事務の審

査、改善に関すること。 

(2)～ (12) ［略］  (2)～ (12) ［略］  

第 12条  ［略］  第 11条  ［略］  

第 13条  健康教育課は、次の事務を分 第12条  健康教育課は、次の事務を分
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掌する。 掌する。 

(1)～ (3) ［略］  (1)～ (3) ［略］  

(4) 学校給食に関すること（学校給

食費の徴収を含む）。 

(4) 学校給食に関すること。 

(5) ［略］  (5) ［略］  

(6) 一般財団法人神戸市学校給食会

との連絡及び調整に関すること。 

(6) 一般社団法人神戸市学校給食会

との連絡及び調整に関すること。 

第 14条  ［略］  第 13条  ［略］  

第 15条  教科指導課は、次の事務を分

掌する。 

第 14条  教科指導課は、次の事務を分

掌する。 

(1)～ (6) ［略］  (1)～ (6) ［略］  

(7) 教育に関する専門的及び技術的

事 項 の 研 究 並 び に 研 究 成 果 の 普 及

に関すること。 

 

(8) 情報教育の推進に関すること。  

第 16条  児童生徒課は、次の事務を分

掌する。 

第 15条  児童生徒課は、次の事務を分

掌する。 

(1)～ (5) ［略］  (1)～ (5) ［略］  

(6) 不登校支援相談センターに関す

ること。 

 

第 17条、第18条  ［略］  第 16条、第17条  ［略］  

（教育機関の組織に関する規則の一部改正） 

第２条 教育機関の組織に関する規則（昭和41年４月教育委員会規則第２号）の

一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」とい
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う。）については、次のとおりとする。 

   (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

（教育機関の分類・職制） （教育機関の分類・職制） 

第２条  教育機関は、これを次のよう

に分類し、次のように職制を定める。 

第２条  教育機関は、これを次のよう

に分類し、次のように職制を定める。 

類別  所管  教育機関 職制  

第 １

類 

事務局  教職員研修所 所 長 、

副 所

長 、 係

長 

第 ３

類 

児 童 生

徒課 

青少年育成セン

ター 

所長  

第 ４

類 

総務課  神出自然教育園 園長  

健 康 教

育課 

北学校給食共同

調理場 

場長  

垂水学校給食共

同調理場 

場長  

 

類別 所管  教育機関 職制  

第 １

類 

事務局  総合教育センタ

ー 

所 長 、

副 所

長 、 係

長 

第 ３

類 

児 童 生

徒課 

青少年育成セン

ター 

所長  

第 ４

類 

総務課  神出自然教育園 園長  

健 康 教

育課 

北学校給食共同

調理場 

場長  

垂水学校給食共

同調理場 

場長  

 

２～３ ［略］  ２～３ ［略］  

（係の設置） （係の設置） 

第３条  次の教育機関に次のとおり係

を置き、係に係長を置く。 

第３条  次の教育機関に次のとおり係

を置き、係に係長を置く。 

(1) 教職員研修所 (1) 総合教育センター 

研修育成係 研修育成係 

学級経営支援係 学級経営支援係 
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別表（第６条関係） 別表（第６条関係） 

１―１ 教職員研修所 １―１ 総合教育センター 

(1) 神戸市総合教育センターの管

理に関すること。 

(1) 施設及び設備の管理に関する

こと。 

(2) ［略］  (2) ［略］  

(3) 教育に関する研究並びに研究

成果の普及に関すること。 

(3) 教育に関する専門的及び技術

的 事 項 の 研 究 並 び に 研 究 成 果 の

普及に関すること。 

 (4) 情報教育の推進に関すること。 

(4) 児童及び生徒の教育相談に関

すること。 

(5) 児童及び生徒の教育相談及び

適応指導に関すること。 

(5) ［略］  (6) ［略］  

 (7) 教科書の展示に関すること。 

(6) ［略］  (8) ［略］  

（職員の服務の宣誓に関する規則の一部改正） 

第３条 職員の服務の宣誓に関する規則（昭和26年４月教育委員会規則第５号）

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」とい

う。）については、次のとおりとする。 

   (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

第３条  教育委員会事務局の会計年度 第３条  教育委員会事務局の会計年度
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任用職員（地方公務員法（昭和25年法

律第261号）第22条の２第１項に規定

する会計年度任用職員をいう。）以外

の職員並びに学校 及び幼稚園の職員

の宣誓書は、教職 員人事課長が保管

するものとし、教 育委員会事務局の

会計年度任用職員 の宣誓書は、その

者の属する課長又 は室長が保管する

ものとする。 

任用職員（地方公務員法（昭和25年法

律第261号）第22条の２第１項に規定

する会計年度任用職員をいう。）以外

の職員並びに学校 及び幼稚園の職員

の宣誓書は、教職 員課長が保管する

ものとし、教育委 員会事務局の会計

年度任用職員の宣 誓書は、その者の

属する課長又は室 長が保管するもの

とする。 

（指導力に課題を有する教員への支援及び方策に関する規則の一部改正） 

第４条 指導力に課題を有する教員への支援及び方策に関する規則（平成20年３

月教育委員会規則第13号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」とい

う。）については、次のとおりとする。 

   (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

第９条 ［略］  第９条 ［略］  

２  教育委員会は前条第２項の意見を

参考にして、次の 各号のいずれかの

方法により研修を実施ものとする。 

２  教育委員会は前条第２項の意見を

参考にして、次の 各号のいずれかの

方法により研修を実施ものとする。 

(1) 専門機関研修  神戸市教職員研

修 所 そ の 他 の 教 員 研 修 の 専 門 機 関

における長期的かつ計画的な研修 

(1) 専門機関研修  神戸市総合教育

セ ン タ ー そ の 他 の 教 員 研 修 の 専 門

機 関 に お け る 長 期 的 か つ 計 画 的 な
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研修 

(2)～ (3) ［略］  (2)～ (3) ［略］  

３  ［略］  ３  ［略］  

（神戸市教育委員会職員分限懲戒審査会規則の一部改正） 

第５条 神戸市教育委員会職員分限懲戒審査会規則（平成25年３月教育委員会規

則第７号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」とい

う。）については、次のとおりとする。 

   (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

 （庶務）  

第 10条  審査会の庶務は、教育委員会

事務局総務部教職 員人事課において

処理する。 

 （庶務）  

第 10条  審査会の庶務は、教育委員会

事務局総務部教職 員課において処理

する。 

（神戸市指導力向上審査委員会規則の一部改正） 

第６条 神戸市指導力向上審査委員会規則（平成25年３月教育委員会規則第10

号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」とい

う。）については、次のとおりとする。 

   (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 
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(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

 （庶務）  

第 10条  委員会の庶務は、教育委員会

事務局総務部教職 員人事課において

処理する。 

 （庶務）  

第 10条  委員会の庶務は、教育委員会

事務局総務部教職 員課において処理

する。 

（神戸市における暴力団の排除の推進に関する条例施行規則の一部改正） 

第７条 神戸市における暴力団の排除の推進に関する条例施行規則（平成28年３

月教育委員会規則第11号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」とい

う。）については、次のとおりとする。 

   (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

第２条  条例第７条の公の施設のうち

規則で定めるもの は、次の各号に掲

げる公の施設とする。 

第２条  条例第７条の公の施設のうち

規則で定めるもの は、次の各号に掲

げる公の施設とする。 

(1) 神戸市教職員研修所条例（平成

２年３月条例第61号）第１条に規定

する施設 

( 1 )  神 戸 市 総 合 教 育 セ ン タ ー 条 例

（平成２年３月条例第61号）第１条

に 規 定 す る 神 戸 市 総 合 教 育 セ ン タ

ー 

（神戸市総合教育センター条例施行規則の一部改正） 

第８条 神戸市総合教育センター条例施行規則（平成２年６月教育委員会規則第
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３号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

神戸市総合教育センター管理運

営規則 

神戸市総合教育センター条例施

行規則 

 第１章 総則  

（趣旨） （趣旨） 

第１条  この規則は、神戸市総合教育

センター（以下「センター」という。）

の管理運営に関し 必要な事項を定め

るものとする。 

第１条  この規則は、神戸市総合教育

センター条例（平成２年３月条例第

61号。以下「条例」という。）第６条

の規定に基づき、神戸市総合教育セ

ンター（以下「センター」という。）

の管理運営に関し必要な事項を定め

るものとする。 

（休館日） （休館日） 

第２条  センターの休館日は、次のと

おりとする。 

(1) ［略］  

(2) 年末年始（12月 29日から１月３

日まで） 

(3) ［略］  

第２条  センターの休館日は、次のと

おりとする。 

(1) ［略］  

(2) 年末年始（12月 28日から１月４

日まで） 

(3) ［略］  
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２ ［略］  ２  ［略］  

（使用者） （使用者） 

第 ４ 条  セ ン タ ー を 使 用 で き る も の

は、次に掲げるものとする。 

第 ４ 条  セ ン タ ー を 使 用 で き る も の

は、次に掲げるものとする。 

(1) ［略］  

 

 

 

(2) 前号に掲げるもののほか、教育

長が特に必要と認めるもの 

(1) ［略］  

(2) 教育相談を受けようとする者 

(3) 障害児に対する検査及び訓練を

利用しようとする者 

(4) 前３号に掲げるもののほか、教

育長が特に必要と認めるもの 

（守るべき事項） （守るべき事項） 

第６条  使用者は、次に掲げる事項を

守らなければならない。 

第６条  使用者は、次に掲げる事項を

守らなければならない。 

(1) 喫煙し、その他火気を使用しな

いこと。 

(1) 所 定 の 場 所 以 外 に お い て 喫 煙

し、その他火気を使用しないこと。 

(2) [略 ] (2) [略 ] 

(3)  教 職 員 研 修 所 長 そ の 他 係 員 の

管理上必要な指示に従うこと。 

(3) 所長その他係員の管理上必要な

指示に従うこと。 

 （教育相談の申込み） 

 第７条  教育相談を受けようとする者

は、あらかじめセンターに申し込む

ものとする。 

 ２  教育相談は、面接相談及び電話相

談とする。 

 （相談料） 

 第８条 教育相談料は、無料とする。 

 第２章 障害児教育センター 
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 （設置）  

 第９条  条例第３条第５号に規定する

事業を推進するため、センターに障

害児教育センターを置く。 

 （事業）  

 第 10条  障害児教育センターは、次の

業務を行う。 

 (1) 障害児教育に関する調査及び研

究に関すること。 

 (2) 障害児教育関係職員に対する研

修に関すること。 

 (3) 障 害 児 教 育 に 関 す る 情 報 の 収

集、作成及び提供に関すること。 

 (4) 障害児に対する教育相談並びに

検査及び訓練に関すること。 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、教

育長が必要と認める事業 

 （検査及び訓練） 

 第 11条  前条第４号に規定する検査及

び訓練を利用しようとする者は、あ

らかじめ障害児教育センターに申し

込むものとする。 

 第３章 幼児教育センター 

 （設置）  

 第 12条  条例第３条第６号に規定する

事業を推進するため、センターに幼

児教育センターを置く。 
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 （事業）  

 第 13条  幼児教育センターは、次の業

務を行う。 

 (1) 幼児教育に関する調査及び研究

に関すること。 

 (2) 幼児教育関係職員の研修に関す

ること。 

 (3) 幼児教育に関する図書及び研究

資料の整備並びに閲覧に関するこ

と。 

 (4) 幼児教育相談に関すること。 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、教

育長が必要と認める事業 

 第４章 視聴覚センター 

 （事業）  

 第 14条  条例第４条に規定する神戸市

視聴覚センター（以下「視聴覚センタ

ー」という。）は、次の業務を行う。 

 (1) 視聴覚教育に関する調査及び研

究に関すること。 

 (2) 視聴覚教育関係職員等に対する

研修及び指導に関すること。 

 (3) 教育に関する情報の収集、作成

及び提供に関すること。 

 (4) 視聴覚機材及び教材（以下「機

材等」という。）の利用及び貸出し

に関すること。 
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 (5) 教科書の展示及び研究に関する

こと。 

 (6) 前各号に掲げるもののほか、教

育長が必要と認める事業 

 （団体登録） 

 第 15条  前条第４号の教材等の利用及

び貸出しを受けようとするものは、

あらかじめ教育長に機材等利用団体

登録申込書（様式第３号）を提出し、

団体登録を受けなければならない。 

 （利用申込） 

 第 16条  前条の登録を受けた団体であ

って機材等の貸出しを受けようとす

るものは、利用申込書（様式第４号）

に必要な事項を記入して申し込まな

ければならない。 

 （貸出期間） 

 第 17条  貸出期間は、７日以内とする。

ただし、教育長が特に必要と認める

場合は、この限りでない。 

 （機材等の制限） 

 第 18条  機材等の一回貸出数量は、別

表に定めるとおりとする。ただし、教

育長が特に必要と認める場合は、こ

の限りでない。 

 （返納）  

 第 19条  貸出しを受けた機材等は、定
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められた期日までに返納しなければ

ならない。 

 （転貸の禁止） 

 第 20条  貸出しを受けた機材等は、他

に転貸してはならない。 

 （貸出しの取消等） 

 第 21条  教育長は、視聴覚センターの

機材等の貸出しを受けたものが、次

の各号に該当するときは、貸出しの

承認を取り消し、又は使用を制限す

ることができる。 

 (1) 使用目的に反して機材等を使用

したとき。 

 (2) 虚偽その他不正の行為により貸

出しを受けたとき。 

 (3) 貸出しを受けた機材等を使用す

るに当たり、第三者から対価を徴

収したとき。 

 (4) 災害その他の事故により使用で

きなくなったとき。 

 (5) 市の事業の執行上やむを得ない

理由が生じたとき。 

 (6) 前各号に掲げるもののほか、条

例又はこの規則に違反したとき。 

 （貸出しの停止） 

第 22条  教育長は、貸出期間経過後、な

お機材等を返納しないものその他こ
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の規則及びセンターの管理上必要な

指示に従わないものに対しては、機

材等の貸出しを一定期間停止し、又

は行わないことができる。 

 第５章 雑則  

第７条、第８条 ［略］  第 23条、第24条  ［略］  

 別表（第18条関係）  

(1) 視聴覚機材 

品名  数量  品名  数量  

16ミリ映写

機 

１台  ビデオカ

メラ 

１台  

８ミリ映写

機 

１台  ビデオプ

ロジェク

ター 

１台  

スライド映

写機 

１台  VTR １台  

(2) 視聴覚教材 

品名  数量  品名  数量  

16ミリ映画

フィルム 

３本

以内 

ビデオデ

ィスク 

３点以

内 

スライドフ

ィルム 

３本

以内 

CD ３点以

内 

ビデオテー

プ 

３本

以内 

図書  ３冊以

内 
 

様 式 第 １ 号 及 び 様 式 第 ２ 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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様 式 第 １ 号 （ 第 ５ 条 関 係 ）  

 
  

19



様 式 第 ２ 号 （ 第 ５ 条 関 係 ）  
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（ 裏 ）  
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様式第３号及び様式第４号を削る。 

附  則  

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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